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１  生息状況 

（１）地域ごとの生息状況 

  地域ごとのサルの生息状況は表－８のとおり。 

 

表－８ 地域ごとのサルの生息状況 

地 域 生息状況 

佐 久 

・主に単独、小集団のサルが生息する。 

・群れは、軽井沢町、小諸市、佐久市に生息する。 

対象管理ユニット（軽井沢、望月） 

上 田 
・単独、小集団のサルが生息するが、平成 29 年度の調査で

は群れの分布は見られない。 

諏 訪 

・群れは、富士見町、茅野市南部、岡谷市西部に分布し、

それ以外の地域には単独、小集団のサルが生息する。 

対象管理ユニット（南アルプス、中央アルプス） 

上伊那 
・地域の全域に群れが分布する。 

対象管理ユニット（南アルプス、中央アルプス） 

南信州 
・地域の全域に群れが分布する。 

対象管理ユニット（南アルプス、中央アルプス） 

木 曽 
・地域の全域に群れが分布する。 

対象管理ユニット（中央アルプス、御岳） 

松 本 

・北アルプスの山地、山麓部に群れが分布する。 

・地域の東部には、単独、小集団のみが生息する。 

対象管理ユニット（北アルプス、中央アルプス） 

北アルプス 
・地域の全域に群れが分布する。 

対象管理ユニット（北アルプス、小谷） 

長 野 

・西側と東側の山間部に群れが分布している。 

・北側の山間部の群れは新潟県にまたがって分布している 

・それ以外の平野部には、単独のみ確認されている。 

対象管理ユニット（鬼無里・戸隠、妙高、上信越高原） 

北 信 
・主に山ノ内町と栄村に群れが分布している。 

対象管理ユニット（上信越高原） 
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（２）分布状況 

  県内のサルの分布状況は図－1（再掲）のとおり。 

 
図-１ 長野県におけるニホンザルの生息分布（平成 29 年度）（再掲 p１） 

＊管理の単位を「管理ユニット」と称す（ｐ4.表－３参照） 
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（３）分布の推移 

本県のサルは、県下のほとんどの山間部に生息しており、地域によっては頻

繁に人里にも出没する群れもみられる。 

1970 年代後半以降、生息分布の拡大とともに、被害地域が山麓周辺から平野

部へ拡大している。（図－６） 

 

図－６ 長野県におけるニホンザルの分布状況の推移 

 

 

 

 
 

 

 
左上：S61 中上：H10 右上：H14 左下：H20 中下：H24 右下：H29 

1986 年（昭和 61 年）生息分布マップ 2002 年（平成 14 年）生息分布マップ 

2012 年（平成 24 年）生息分布マップ 2008 年（平成 20 年）生息分布マップ 2017 年（平成 29 年）生息分布マップ 

1998 年（平成 10 年）生息分布マップ 
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２ 管理ユニット 

（１）管理ユニットの区分 

県内の管理ユニットの区分は、図－３（再掲）のとおり 10 管理ユニット

に区分。  

 
図－３ 管理ユニット別の生息分布状況（平成 29 年度）再掲（p5） 
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（２）管理ユニット別の動向 

 アンケート等による管理ユニットの動向は表－９のとおり 

 

表－９ 管理ユニット別の動向 

番号 個体群名 動 向 被害状況 

1 望月 

 前回調査時（平成 24 年度）に引き続き、佐久

市で 20～30 頭の群れの生息情報が得られ、小

規模ではあるものの 1～2 群程度が生息してい

ると推定される。 

 統計では、農業被害は報告されていないが、ア

ンケートでは農業被害が確認されている。 

（農業被

害） 

生活被害 

2 軽井沢 

 軽井沢町で約20頭、小諸市で約20頭の群れの2

群の加害群が確認される。 

 群馬県側に行動圏の中心域があり、県境を越え

て出没していた群は、今回の調査では確認され

なかった。 

農業被害 

生活被害 

3 
南 

アルプス 

 富士見町、伊那市、駒ヶ根市、中川村、飯田
市、松川町、阿南町、下條村、天龍村、豊丘
村、大鹿村の 11 市町村で、群れの生息情報が得
られた。 

 被害情報から茅野市への分布拡大の可能性が確
認されている。 

 ・富士見町から山梨県北杜市に生息域を持つ群
れがみられる。 

農業被害 

林業被害 

生活被害 

4 
中央 

アルプス 

 岡谷市、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、飯島町、
南箕輪村、中川村、宮田村、飯田市、松川町、
高森町、阿智村、平谷村、根羽村、上松町、南
木曽町、木曽町、木祖村、大桑村、塩尻市、朝
日村の 21 市町村で、群れの生息情報が得られ
た。 

 辰野町から塩尻市、および辰野町から岡谷市に
かけて、北方向に生息域が広がっている。 

 南木曽町から岐阜県中津川市に生息域を持つ群
れがみられる。 

農業被害 

林業被害 

生活被害 

5 御岳 

 上松町、木曽町、王滝村の 3 町村で、群れの生

息情報が得られた。 

 中央アルプス個体群との境界付近での情報数が

多く、中央アルプス個体群との交流がある可能

性が考えられる。 

 岐阜県高根村の群れの行動域が木曽町を含んで

いるという情報がある。 

農業被害 

林業被害 

生活被害 
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6 
北 

アルプス 

 松本市、安曇野市、生坂村、山形村、大町市、

池田町、松川村、白馬村の 8 市町村で、群れの

生息情報が得られた。 

 特に、北アルプスの東側山麓沿いや池田町～大

町市の西側山麓沿いで、確認情報が多かった。 

 白馬村から北方向に分布の拡大がみられる。 

 北アルプス山麓で富山県側に生息域を含む群れ

や岐阜県高山市の群れの行動域が松本市に接し

ているとの情報がある。 

農業被害 

林業被害 

生活被害 

7 小谷 

 小谷村で、10～60 頭の群れの生息情報が得られ

た。 

 前回調査時に比較して、確認された群れの頭数

が増加し、全体的に分布の広がりがみられる。 

 小谷村から新潟県糸魚川市に行動域を持つ群れ

がみられる。 

農業被害 

林業被害 

8 
鬼無里・

戸隠 

 小川村、長野市で、10～30 頭の群れの生息情報

が得られた。 

 前回調査時の確認された群れの頭数および分布

域ともに大きな変化はなかった。 

農業被害 

9 
上信越 

高原 

 長野市、須坂市、小布施町、高山村、中野市、

山ノ内町、木島平村、栄村の 8 市町村で、群れ

の生息情報が得られた。 

 前回調査時（平成24年度）と同様に、10～30頭

の群れサイズの確認が多い傾向は変わらなかっ

たが、全体的に群れの分布の広がりがみられ

る。 

 栄村から新潟県津南町に行動域を持つ群れがみ

られる。 

農業被害 

生活被害 

10 妙高 

・信濃町で、10～70 頭の群れの生息情報が得られ

た。 

・前回調査時の平成 24 年度は 10～30 頭の群れの確

認であったことから、個体数が増加している可能性

が高い。 

・信濃町から新潟県妙高市に生息域を持つ群れがみ

られる。 

農業被害 

 

（３）管理ユニット別の推定個体数及び群れ数 

管理ユニット別の推定個体数は表－10 のとおり。 
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（４）県全体の推定個体数及び群れ数 

県全体の推定個体数は約 11,000～16,000 頭、推定群れ数は約 200～300 群。 

なお、県全体の値は、各地域個体群の推定個体数及び推定群れ数を合計し、

個体数については 100頭単位、群れ数については 10群単位以下を切り捨てた

値を採用した。 

これまでの生息状況調査で推定されたサルの推定個体数及び群れ数の推移

は表－11 のとおり。 

表-10 管理ユニット別の推定個体数 

管理ユニッ

ト 

群れ分

布メッ

シュ＊1 

生息面積

（km２） 

推定個体数 

（最少～最多） 

推定群れ数 

（最少～最多） 

年次計画

対象加害

群数 

望月 14 91 158 ～ 229 3 ～ 4  

軽井沢 20 130 226 ～ 328 4 ～ 6 2 

南アルプス 238 1547 2692 ～ 3898 52 ～ 75 49 

中央アルプ

ス 
279 1814 3155 ～ 4570 61 ～ 88 78 

御岳 65 423 735 ～ 1065 14 ～ 21 12 

北アルプス 183 1190 2070 ～ 2998 40 ～ 58 34 

小谷 21 137 238 ～ 344 4 ～ 7 3 

鬼無里・戸

隠 
37 241 418 ～ 606 8 ～ 12 3 

上信越高原 124 806 1402 ～ 2031 27 ～ 39 23 

妙高 7 46 79 ～ 115 1 ～ 2 2 

＊1：メッシュサイス 6.5km2        

表-11 県全体の推定個体数及び群れ数の推移 

生息状況調査 

実施年度 
推定個体数 推定群れ数 

平成 9、10 年度 約 6,000～9,000 頭 約 110～160 群 

平成 14 年度 約 6,500～10,000 頭 約 120～180 群 

平成 20 年度 約 7,100～10,300 頭 約 130～190 群 

平成 24 年度 約 9,600～14,000 頭 約 180～260 群 

平成 29 年度 約 11,000～16,000 頭 約 200～300 群 

算定の方法 

○推定個体数：生息面積×生息密度 

○推定群れ数：推定個体数÷平均群れサイズ 

 ○生息密度：1.74頭／ｋ㎡～2.52頭／ｋ㎡（長野県、富山県、石川県での研究報

告から） 

○平均群れサイズ：51.65 頭／群（平成 11 年度調査結果から） 

※ 算定方法に関しては、個別の群れの行動域と生息メッシュとの面積の差異等

から、現状の方法では推定個体数が過大となり、現実の個体数と違いが生じ

ている箇所があるのではないかとの指摘がある。 

そのため、次期計画の調査までにより現実的な個体数推定を行うために、統

計的な手法等による新たな推定方法及び、必要な調査内容の検討を進める。 
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３ 隣接県におけるニホンザル生息状況 
 

長野県に隣接する８県におけるサルの生息状況及び特定鳥獣管理計画策

定状況は図－７のとおり。 

 

 
 

■富山県 
【生息状況】 

85 群、3,300 頭が生息すると推定

されている。 

【特定鳥獣保護管理計画】 

第 4 期計画（平成 29 年度策定） 

計画期間：H29.4.1～H34.3.31 

【長野県と関連する個体群】 

・妙高・黒部個体群（長野県：北

アルプス管理ユニット） 

■新潟県 
【生息状況】 

6 地域個体群、146～150 群、5,424～7,500 頭が

生息すると推定されている。 

【特定鳥獣保護管理計画】 

計画期間：H29.4.1～H34.3.31 

【長野県と関連する個体群】 

・糸魚川個体群（長野県：小谷管理ユニット） 

・妙高個体群（同：妙高管理ユニット） 

・津南個体群（同：上信越高原管理ユニット） 

■岐阜県 
【生息状況】 

多数が生息するとみられる

が詳細は不明である。 

【特定鳥獣保護管理計画】 

策定されていない。 

【長野県と関連する群】 

・中津川市の加害群（長野

県：中央アルプス管理ユニ

ット） 

・高根村の加害群（長野

県：御岳管理ユニット） 

・高山市の加害群（長野

県：北アルプス管理ユニッ

ト） 

■群馬県 
【生息状況】 

3つの個体群に区分さ

れており、加害群 83

群、3,220頭が生息す

ると推定されてい

る。 

【特定鳥獣保護管理

計画】 

計画期間： 

H29.4.1～H34.3.31 

【長野県と関連する個

体群】 

・県西部個体群 

（長野県：軽井沢管

理ユニット） 

■静岡県 
【生息状況】 

多数が生息するとみられるが詳細

は不明である。 

【特定鳥獣保護管理計画】 

策定されていない。 

■山梨県 
【生息状況】 

4 つの個体群に区分されており、加害群 63 群、

3,500～4,000 頭が生息すると推定されている。 

【特定鳥獣保護管理計画】 

計画期間：H29.4.1～H34.3.31 

【長野県と関連する個体群】 

・南アルプス個体群（長野県：南アルプス個体群） 

■愛知県 
【生息状況】 

個体数推定は実施され

ず、各群れの推定数を集

計。 

【特定鳥獣保護管理計

画】 

計 画 期 間 ： H29.4.1 ～

H34.3.31 

■埼玉県 
【生息状況】 

県境付近に位置する

東京大学秩父演習林

には、群れが生息す

る（聞き取り）。 

【特定鳥獣保護管理

計画】 

策定されていない。 

図－７ 隣接県におけるニホンザル生息状況（平成 30 年 3 月現在） 
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４ 被害の発生状況 

（１）農林業被害の推移 

 1974 年（昭和 49 年）以降のサルによる農林業被害額の推移はｐ2、図－２

（再掲）のとおり 

 
図－２ サルによる農林業被害額の推移（長野県）再掲（p2） 

 

※ 農林業被害額は長野県が行っている「農林業被害額調査」の集計結果によ

るものであり、表－12 により調査を実施。 

 

表－12 農林業被害の調査方法 

区分 調査方法 調査項目 被害額算出対象 

農業 

被害額 

各市町村が JA 等関係団体や

農家からの聞き取り及び報告

により、被害額取りまとめを

実施。 

・被害面積 

・被害量 

・被害額 

・農作物 

（稲、麦類、豆類、雑

穀、果樹、飼料作物、

野菜、いも類、工芸農

作物、その他） 

林業 

被害額 

各市町村が森林組合等へ被害

区分・被害量を聞き取り、被

害額を算出。 

・被害面積 

・被害金額 

・被害材積 

・被害時期 

・林木 

・特用林産物 
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（２）地域ごとの被害発生状況 

地域ごとの被害発生状況は表－13、図－８、９のとおり。 

 

表－13 地域ごとの被害発生状況 

地

域 

被害内容 

佐

久 

・軽井沢町、小諸市、佐久市で農業被害や生活被害がわずかに発生し、・平成 28 年
度の被害金額は 39,000 円と少額である。 

・被害額の報告はないが、アンケートでは、望月個体群ともに被害が確認されてい
る 

対象管理ユニット（軽井沢、望月） 

上

田 

・平成 26 年までは上田市で被害が発生していたが、平成 27 年度は被害 

が確認されていない。 

・今回の調査では、上田地域では群れが確認されている市町村はない。 

諏

訪 

・富士見町、茅野市（南アルプス個体群）で農業被害が多く発生している。 

・平成 27 年から岡谷市で群れによる農業被害が見られている。 

対象管理ユニット（南アルプス、中央アルプス） 

上

伊

那 

・地域の全域で農業被害、林業被害が発生している。 

・辰野町、伊那市、飯島町、中川村の農業被害の金額が大きい。 

対象管理ユニット（南アルプス、中央アルプス） 

南

信

州 

・地域の全域で農業被害、林業被害が発生している。 

・飯田市、高森町、松川町で農業被害の金額が大きい。 

・地域の全域で被害は増加傾向にある。 

対象管理ユニット（南アルプス、中央アルプス） 

木

曽 

・地域の全域で農業被害が発生している。 

・木曽町で被害金額が大きい。 

対象管理ユニット（中央アルプス、御岳） 

松

本 

・北アルプスの山地、山麓部で農業被害、林業被害が発生している。 

・林業被害は、減少傾向にある。 

・松本市、安曇野市では、電気柵等の設置で被害が減少した箇所があるが、松本市、
安曇野市全体の被害金額は高い傾向にある。 

対象管理ユニット（北アルプス、中央アルプス） 
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北

ア

ル

プ

ス 

・地域の全域で農業被害、林業被害が発生している。 

・大町市で農業被害の金額が大きい。 

・地域の全域で被害は増加傾向にある。 

対象管理ユニット（北アルプス、小谷） 

長

野 

・西側と東側の山間部で農業被害が発生している。 

・長野市、須坂市、高山村で農業被害の金額が大きい。 

・長野市では、の南東部で、被害が増加傾向にある。 

・信濃町に位置する妙高個体群は新潟県側と行き来し、被害を発生させている 

対象管理ユニット（上信越高原、戸隠・鬼無里、妙高） 

北

信 

・山ノ内町や栄村で農業被害などが発生している。 

・山ノ内町で農業被害の金額が大きい。 

対象管理ユニット（上信越高原） 
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図－８ ニホンザルによる市町村別農業被害金額（平成 28 年度） 
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図－９ ニホンザルによる市町村別林業被害金額（平成 28 年度） 

 

 

 

 



 

15 

（３）地域ごとの被害発生状況（アンケート結果） 

サルによる被害は、サルが分布するすべての地域で発生し、管理ユニット別に

みると、分布範囲が広く推定個体数が多い南アルプス(上伊那、南信州)、中央アル

プス(上伊那、南信州、木曽、松本)、北アルプス(松本、北アルプス)では、被害の

発生件数が多い。 

アンケートでは、自家用作物の被害などの農林業被害集計に記載されない被害が

確認され、宅地侵入などの生活被害とともに、対応が課題となっている。 

アンケートによる地域ごとの被害発生状況は表－14、図－10 のとおり。 

 佐久地域、上田地域を除くすべての地域で、「農作物被害」が最も回答数が多か

った（47.3％～61.4％）。 

 佐久地域、北信地域では、他地域と比較して「宅地侵入など」の被害が多数であ

った。（佐久：30.8％、北信：29.2％） 

 上伊那地域、南信州地域、木曽地域、松本地域、北アルプス地域、長野地域で

は、サルの人への威嚇を含む「人身危害」の回答も得られた（0.7％～1.9％）。 

 

表－14 地域ごとの被害発生状況(Ｈ29 年度アンケート結果) 

地域 
農作物 

被害 

林産物 

被害 

宅地侵入

等 
人身危害 危害なし 合計 

佐久 10 3 12 0 14 39 

上田 1 0 0 0 6 7 

諏訪 26 5 1 0 23 55 

上伊那 87 22 8 1 30 148 

南信州 189 34 35 6 45 309 

木曽 102 17 11 3 33 166 

松本 115 12 35 3 77 242 

北アルプス 123 32 37 3 33 228 

長野 53 11 7 1 36 108 

北信 23 2 14 0 9 48 

※アンケート結果による。県による被害額集計では農業被害無の場合あり。 

  

 図－11、12 に示した地域別の被害金額の推移の中で、南信州地域の被害金額の高

止まりしている傾向がみられ、アンケートの結果とともに、被害対策の充実を図る

必要性がある。 
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図－10 サルによる被害の様子（被害種別）についてのアンケート回答割合 

 

 
 

図－11 地域別農業被害金額の推移 

 
 

図－12 地域別林業被害金額の推移  
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（４）５年前と比較した被害発生の増減に対する印象 

５年前と比較した被害発生の増減に対する印象については、県全体では、「増加」

及び「変わらない」との回答が多かった（図－13、14）。 

５年前と比較した被害発生頻度についての集計結果の概要は、以下のとおりであ

る。 

 佐久地域、上田地域、諏訪地域、上伊那地域、木曽地域、松本地域、北アルプ

ス地域では、5 年前と比較して被害が「増加」したとの回答が最も多かった。 

 南信州地域、長野地域、北信地域では、5 年前と比較して被害は「変わらな

い」との回答が最も多かった。 

 上田地域、諏訪地域を除く地域では、5 年前と比較して被害が「減少」したと

の回答も得られた。 

 

 

図－13 5 年前と比較した被害発生頻度についての集計結果 
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５ 対策の効果と課題 

 

図-14 5 年前と比較した住民の被害発生の増減に対する印象 

（平成 29 年度アンケート調査結果による） 

凡例 

5年前と比較した被害発生の

増減に対する印象 

■ 増加 

■ 変わらない 

■ 減少 

■ 不明 
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５ 対策の効果と課題 

方法ごとの効果と課題は、表－15 のとおり。 

表-15 対策方法別の効果と課題 

方法 効果 課題 

追
い
払
い 

接 近 警 報
システム 

・サルが出没した
時に出動すればよ
く、人が常に待機
している必要がな
い。 

・群れのメスに発信器を装着し続ける必要
がある。 

・地域の住民の誰もが、群れを追跡して、
移動させる必要がある。 

・担い手の高齢化。 

・設備投資が必要で、維持にもコストがか
かる。 

・地域で協力して継続して対応することが
必要。 

ロ ケ ッ ト
花 火 、 電
動 ガ ン 、
パ チ ン コ
な ど の 使
用 

・日中にでき、比
較的安価で導入し
やすい。 

・人慣れを進めな
いなどの被害防除
と し て 効 果 が あ
る。 

・群れを移動させるまでの追跡ができてい
ないケースがある。 

・地域住民全体が継続して実施しなけれ
ば、効果が低くなる。 

・道具の使用は、追い払い開始時のみを基
本とし、ロケット花火などをサルに馴れ
させないように注意する。 

・頭数の多い群れでは、複数の人でないと
追い払いが難しい。 

・緩衝帯整備等を組み合わせ、追跡しやす
い環境を整える必要がある（サルを目視
できる環境づくり） 

モ ン キ ー
ドッグ 

・人よりもサルの
接近をいち早く感
知できる。 

・人が追い払うよ
り、より山奥へ追
い上げることがで
きる。 

・犬 1 頭で追い払える範囲には限界があ
る。 

・犬の高齢化や死亡後の世代交代 

・飼い主と犬の共同作業となるため、飼い
主が一緒に行動する必要がある。 

・地域でモンキードッグの活動の理解がな
いと活用できない。 

防除柵の設置 

・金網柵と電気柵
の複合柵の設置に
より、被害が減少
した地域がある。 

・防除柵延長の隙間周辺で効果が低下する
場合がある。 

・柵周辺の整備が不十分だと、侵入門戸が
残り、効果が現れにくい。 

・地形やサルの加害レベルに応じて、柵の
構造、設置位置など適切に設置しなけれ
ば、効果が低くなる。 

・設置後の継続的なメンテナンスが難し
い。 
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誘引要因の除去 
・集落への出没頻
度が減少する。 

・担い手の高齢化や離農者の増加により、
耕作地の放棄などが発生している。 

・果樹や農作物の放棄や取り残しが発生し
ている。 

緩衝帯の整備 

・サルが出没した
際、追い払いしや
すくなった。 

・テレメトリー調
査でサルを直接目
視 し や す く な っ
た。 

・整備後放置すると維持管理が大変とな
る。 

・目的を地域住民が理解していないため、
管理ができなくなる場合がある。 

担い手の高齢化などにより、整備後の維持
管理が困難になっている。 

個体数調整によ
る捕獲 

・被害が劇的に減
少することはない
が、加害個体を中
心とした継続した
個体数調整により
被 害 は 軽 減 さ れ
る。 

・群れの規模を調
整することによっ
て、追い払いなど
の対策が効果的に
実施できる 

・猟友会員の高齢化により、捕獲従事者が
不足している。 

・民家周辺で出没した際、捕獲が困難であ
る。 

・捕獲しただけは、時間経過とともに被害
が発生する。 

・くくりわななどでは、時期によってクマ
など錯誤捕獲が発生する場合がある。 

・大型捕獲檻では、サルの馴れが進み、捕
獲効率が急激に低下することがある。 

・群れ構造に影響を及ぼすメスを選別せず
に捕獲すると、群れの分裂を引き起こす
場合がある。 
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６  捕獲の状況 
サルは、昭和 22 年に狩猟鳥獣から外れているため、その捕獲の全てが農林業被

害等の防除のための個体数調整（特定計画策定以前は有害鳥獣捕獲）である（図

－15）｡ 

 
図－15 長野県におけるニホンザル捕獲頭数の推移 

1980 年代初めくらいまでは数えるほどであった個体数調整も、農業被害の増加

と歩調を合わせるように増加の一途をたどり、1976年度には10頭だったものが10

年後の 1986 年度には 363 頭、20 年後の 1996 年度には 1,012 頭、2012 年度以来、

年間約 2,000 頭を捕獲している。 

しかし、高い捕獲圧が維持されても被害の減少がうかがえず、分布地域の拡大

傾向がみられ、被害対策としての捕獲の考え方が浸透していないことが挙げられ

る。 

本来、捕獲は、群れの出没、及び被害状況、人馴れの程度等から加害レベルを

判定（計画ｐ14 表－６）し、これに基づく捕獲方法（計画ｐ15 表－７）の選

択、計画的な進行が求められる。 
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７ 管理ユニット別の管理ガイドライン 

年次計画を策定するに当たっては、地域に分布する群れの特徴を考慮し

た上で実施する（表-１６）。なお被害地の管理は、すべての管理ユニット

で実施。 

表-16 管理ガイドライン 
                  （大規模ユニット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理 

ユニット 

具体的な対策 
その他 

留意事項 
被害防除・ 

被害地の管理 
個体数管理 

軽井沢 

南アルプス 

中央アルプス 

御岳 

北アルプス 

小谷 

鬼無里･戸隠 

上信越高原 

妙高 

１追い払い 

２小規模農地は電気柵

設置 

３延長が長距離となる

電気柵は、隣接する

地域等で連携して設

置・管理 

４集落周辺の誘引物の

除去、緩衝帯の整備

を実施 

５市街地に出没する場

合には、生ゴミ、コ

ンポストの適正処

理、商店の商品の適

切な管理 

 

 

１加害個体を選別し、群

れの分裂を起こさない

ように捕獲 

・人身被害のおそれのあ

る個体 

・農業被害の加害個体 

２被害対策を効果的に行

うために、周辺群れと

の関係を把握した上

で、群れの縮小等のた

めの捕獲を検討 

３人間への依存が著し

く、不特定の個体が農

林業被害を与える場

合、人身被害のおそれ

がある場合、農地に定

着し恒常的に被害を出

している場合は、群れ

全体の捕獲も検討 

 

特に観光地に

おいては、観

光客による餌

やりの禁止や

誘引源の除去

等のサルを呼

び寄せない対

策を推進 
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（小規模ユニット） 

管理 

ユニット 

具体的な対策 
その他 

留意事項 
被害防除・ 

被害地の管理 
個体数管理 

望月 

 

 

１被害の激化を防ぐた

めに、被害状況を適

切に把握する。 

２集落周辺の誘引物の

除去等の環境整備を

進める。 

３被害が激化する兆候

がある場合は、防護

柵の設置等を進め

る。 

 

 

１以下の条件に当てはま

る場合は、加害個体は選

別して捕獲 

･人身被害のおそれあり 

･農林業被害が甚大とな

ることが予測される 

生息動向を定期

的に把握 
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（ハナレザル及び少数のオスグループ） 

具体的な対策 その他 

留意事項 被害防除・被害地の管理 捕獲 

 

１追い払い 

２集落周辺及び集落内の誘

引物の除去等の環境整

備を図り、サルが近寄

りにくい、またサルを

呼び寄せない環境を造

成 

３市街地に出没する場合に

は、生ゴミ、コンポス

トの適正処理、商店の

商品の適切な管理市街

地に出没する場合に

は、生ゴミ、コンポス

トの適正処理、商店の

商品の適切な管理 

 

１加害レベルの高い個体は

捕獲 

・農林業被害、生活被害

（人身被害を含む）が甚大

となる危険がある場合 

※必要な場合は、市街地で

の麻酔銃による捕獲も検

討。 

特に観光地では、観光

客等による餌やりの禁

止 
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８ 対策の優良事例 

 

サル対策を行っている地域の中でも、組織単位で活動し、特に地域リーダーが

率先して住民をまとめている地域は、対策の効果が上がっている。また捕獲や追い

払いだけの対策でなく、緩衝帯整備やモンキードッグの導入など、様々な方法を組

み合わせることで、対策の効果が上がっている。 

 

（１） 上伊那郡辰野町（川島地区） 

① 集落単位での追払い体制が構築されている。 

② 地域リーダーが指導しながら地域住民が結束して活動することにより、

単一的ではなく追い払いや緩衝帯整備等、様々な方法を組み合わせた対

策が効果をあげている。 

1.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 松本市（梓川地区） 

① 市で資材を準備し、地域住民が協力して広域柵（金網柵と電気柵の複合型）

の設置や緩衝帯の整備を実施したことにより、果樹を中心に農作物被害が減

少している。 

② 対策を本格的に開始したのがここ数年であるため、現在の維持管理体制を今

後も継続していくことが課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市（梓川）の広域柵 1 

 

松本市（梓川）の広域柵 2 

 

警報システム 緩衝帯の整備 

アンテナ 
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（３） 大町市 

① 全国に先駆け「モンキードッグ」による追払いを実施し、平成 29 年 3 月現在

24 頭が活動している。 

② モンキードッグによる追払いの実施により、農地へのサルの出没が減少し、

農作物被害も減少している。 

③ 訓練終了後の犬と飼い主の訓練レベルの維持・向上を図り、効果的な追払い

が継続できるよう、大町市役所内に「大町市モンキードッグ育成サポートク

ラブ」が組織され、追払い活動への支援や合同訓練等の実施により訓練終了

後のモンキードッグのレベル維持・向上が図られている。 

④ モンキードッグによる事故が発生したことがあり、現在では保険に入ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４） 木曽地域（6 町村） 

① 各町村が積極的にサルの被害対策に取り組んでいる。また、木曽地方事務所

がまとめ役となって、毎年 6 町村合同のヒアリングを開催し、町村間の連携

の調整や対策への助言をおこなっている。被害対策協議会の役割がうまく機

能している。 

 

 

（５） 木曽郡木祖村 

① 地域リーダーが主体となって、約 17 年にわたりテレメトリーを活用した生

息域調査実施しており、蓄積した確実な生息情報を地元農業者や会議等で

広く周知、説明するとともに、サル接近通報システムを活用することによ

り、効果的な追い払いを実現している。 

モンキードッグ 

赤線：導入後の 

サル行動域 

茶線：導入前の 

サル行動域 

モンキードッグ導入後のサル行動域の変化 

合同訓練の様子 
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② 地域リーダー自らコンパクトで持ち運び自由な低コスト檻を開発し、地元

猟友会がこれを活用することにより、個体数調整が円滑かつ安定的に行わ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域リーダーが、電気柵の電圧点検や指導を行うとともに、サル接近通報

システムを活用し花火等による追い払いの推進やサル接近通報装置のメン

テナンスに協力をしている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 生息域調査を活用し、サルが多く分布している箇所を中心に緩衝帯整備を実

施している。実際にサルが分布している箇所に緩衝帯を設置すると、緩衝帯

の設置場所を避けて生息という結果が出ており、この活動によりサルの里へ

の接近回数が減り、被害軽減に繋がっている。 

⑤ 同時に不要農作物の残渣等処理について啓発活動や指導が行われ、成果に繋

がっている。 
 
 

 

 

 

テレメトリーを用いた生息調査状況 生息情報の集積 

サル接近通報装置見回り サル接近通報装置メンテナンス 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ サルの捕獲頭数は少ないものの、正確な情報蓄積と、効果的な被害対策の組

み合わせにより被害の発生を少なく維持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民による緩衝帯整備の実施 緩衝帯整備の実施状況 

被害対策実施前（H17 年度）と実施後のサル行動範囲の比較 

対策前：青 

対策後：赤 
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９ 被害情報マップ、生息情報マップ、年次計画の作成例 

（１）被害情報マップの作成方法 

  次の手順により作成する。 

① 縮尺１/10,000 程度の市町村管内図等を利用して作成する。 

② 地図の上部に「○○○○年度○○市（町村）○○地区 被害情報マップ」と

表記する。 

③ 下表の凡例を参考に作成する。 

④ 被害発生時期については、不明な場合は通年としないで、不明と明記。 

⑤ さらに詳細な情報を記載したい場合は、地区ごとの情報について住宅地図な

どを利用し補足的な地図を作成しても良いこととする。 

 
○ 被害情報マップの記載情報の凡例 

 
（２）被害情報マップ作製のための情報収集 

 被害情報の収集には、市町村が実施する被害調査の他、被害対策の検討で行われ

る集落で実施される集落点検時の聞取り結果、電話等で寄せられる被害情報、被害

対策の補助事業等の位置図などを活用する。 

 

情 報 表 記 備考 

群れの出没場所 
地点の場合は青い●、区域の場合

は青い囲み線で表記する。 

里への出没時期を併記

する。 

群れの加害場所 
地点の場合は赤い●、区域の場合

は赤い囲み線で表記する。 

主な加害時期及び品目

を併記する。 

群れの加害レベル 赤色で、 
 

ｐ14、表-6 により判定す

る。 

防護網、柵の設置場所 茶色で、 
 

 

電気柵の設置場所 茶色で、 
 

 

追い払いの実施場所 
 

 

捕獲の実施場所、方法、 

頭数、性別 

 
 

その他必要な事項 適宜、地図上に書き込む 
廃果置き場、侵入経路、

放棄果樹の位置等 

レベル 

追い払い 

大型檻 メス３頭 銃 メス８頭 
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図－16 被害情報マップの作成例 
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（３）生息情報マップの作成方法 

   次の手順により作成する。 

① 縮尺１/10,000 程度の市町村管内図等を利用して作成する。 

② 地図の上部に「○○○○年度○○市（町村）○○地区 生息情報マップ」

と表記する。 

③ 群れの位置情報を、下表の凡例に従い地図上に表示し、目撃日時、目撃

した群れの頭数、及び群れの構成（オトナオス、オトナメス、コドモ、

アカンボウ等）を併記する。 

④ 群れ全体の構成が不明な場合は、目撃した群れの部分の構成を記載 

⑤ 群れの行動域は、GPS 機器等による調査結果を記載するか、年間の生息位

置の最外郭を多角形に線で囲んで記載する。 

 

○ 生息情報マップの記載情報の凡例 

 

（４）生息情報マップの情報把握方法 

   (ア) 地元住民の目撃情報を集約する仕組みをつくり、情報を把握する。 

   (イ) 被害情報マップの情報を基に把握する。 

   (ウ) 目視による観察や地元住民等からの聞き取りなど、現地調査を実施する。

可能であれば科学的な根拠が得られ、かつ群れの特定が容易な電波発信機

及び GPS 発信機を活用した調査を実施することとする。 

    ○ 電波発信機の主な利点 

     ・ 必要な時に、いつでも群れの行動が把握できる。 

     ・ 周波数を変えることで、各群れの識別が容易にできる。 

     ・ 必要に応じ、被害防除にも利用できる。 

    ○ GPS 発信機の主な利点 

     ・ 年間を通じた群れの行動域情報を正確かつ省力的に収集できる 

     ・ 夜間の泊り場等の把握が容易となる。 

 

   

  

 

観測季節 左の対象となる月 表記 備考 

春 ４～６月 赤● 
日時、頭数、群れの

構成を併記する 

夏 ７、８月 緑◆ 〃 

秋 ９～11 月 茶▲ 〃 

冬 12～１月 青■ 〃 
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図－17 生息情報マップの作成例 
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（５） 年次計画の作成例 

（様式第1号） 

平成26年度事業計画（被害対策と目標） 
 

木   祖   村  小木曽北部地区     

地域個体群名 中央アルプス個体群 
 

１   対象年度 

（１）  地図の作成年度 
 被害情報マップ      平成25年度 
 生息情報マップ      平成25年度 
 

（２）  被害対策年度       平成26年度 
 

２   現状の被害状況 

（１）  被害品目   野菜（ﾄｳﾓﾛｺｼ「8～10月」・白菜「8～10月」・大豆「9～10月」 

・ねぎ「9月」・大根「9～10月」・水稲「10月」等） 

（２）  被害時期   農作物4月～3月（積雪期を除く年中） 

（３）  加害レベル レベル ０ ・ １ ・ ２ ・ ○3  ・ ４ ・ ５ 

（被害レベル判定表 集計ポイント12） 

３   対策と目標 

区分 被害防除 個体数調整 被害地の管理 その他 

現在の
状況 

・防除ネット 
・電気柵 
・追払い（花火等） 
・サル接近通報システム
を利用した住民による
追払い。 

・テレメトリー発信機に
よる行動範囲の把握。 

・銃、檻で捕獲。 
・有害鳥獣駆除員(罠
猟)の狩猟登録費用
の補助。 

・講習会費用・弾代の
補助・ 

・捕獲時の弾代の補
助。 

・緩衝帯維持管理整
備（村事業） 

・採餌の時に近づい
た人を威嚇する個
体がいる。 

問題点 

・被害の少ない地区では
防除ネットや電気柵を
取り外す方が見受けら
れる。 

・地域によって防除意識
の差がある。 

・有資格者の多くは会
社員のため、こまめ
な見回りが出来な
い。 

・猟友会員の高齢化及
び会員の減少。 

・生息エリアの把握
（移動した可能性が
ある） 

・地権者の多くは高
齢者のため、緩衝
帯整備後の維持管
理がなかなか出来
ない。 

・冬期間などは農作
物被害が少ないた
め住民の認識が薄
い。 

対策と
目標 

・広報等による住民への
周知。 

・ﾃﾚﾒﾄﾘｰ調査継続 
・出没、被害情報等の提
供、共有。 
・接近通報システムによ
る追払い。 
・防除ネット等の継続的
設置の周知。 

・獣道等の把握による
効率的な捕獲。 

・資格者の養成。 

・農作物の取残し除
去を広報などで呼
びかける。 

・地元及び地権者等
での緩衝帯整備後
の緩衝帯を維持さ
せる体制づくり。 

・引続き生息・被害
調査を行なう。 

・銃器による恐怖心
の植付けを行な
う。 

・出没カレンダーの
作成、広報誌等を
利用し、被害、目
撃情報を住民にお
知らせする。 

図－18 年次計画（対策と目標）の記載例 

※ 「対策と目標」の「現在の状況」について、被害情報マップの内容を記載する 

※ 加害レベルは、附表１、附表２により毎年判定を行うこと。 
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小木曽北部地区個体群 捕獲対策実施状況調査及び計画票 

 
 

今年度の実施計画   

現在の生息推定数 今年度捕獲計画 実施方法等 

個体数  73 個体数  7 ・檻を設置し農地に出没す

る加害個体の捕獲を行う。 

・電気柵や防除ネットによ

る被害防除 

・広報等で農作物の取り残

しの除去を呼びかける。 

・引き続き森林づくり県民

税を活用し、緩衝帯整備事

業を実施する。 

・サル接近通報装置を利用

し、住民による追い払いを

行う。 

 内訳 頭数  内訳 頭数 

 オトナ♀ 26  オトナ♀ 2 

 オトナ♂ 18  オトナ♂  

 ワカモノ 13  ワカモノ 5 

 コドモ 4  コドモ  

 アカンボウ 6  アカンボウ  

 生まれた数 6    

うち加害個体数 

15～20 
実施時期 頭 方法 

通年 7 檻・銃 

加害レベル 

3 
   

   

昨年度の実施状況及び評価   

H29年度４月 H29昨年度捕獲状況 評価 

個体数  53 個体数   ○ 

 内訳 頭数  内訳 頭数 コメント 

 オトナ♀ 23  オトナ♀ 1 ・27 年度は山に餌が豊富だっ

たことから、里山への目撃や

被害は減少傾向であった。 

・森林づくり県民税を活用

し、緩衝帯整備を実施した。 

テレメトリー発信機による追

跡調査を行った（発信器更

新） 

・28 年度に適当なメスザルを

捕獲し、テレメトリー発信機

を装着し群れの行動を把握中 

 オトナ♂ 13  オトナ♂ 0 

 ワカモノ 9  ワカモノ 0 

 コドモ 4  コドモ 0 

 アカンボウ 11  アカンボウ 1 

うち加害個体数 

15～20 

実施時期 頭 方法 

通年 2 銃・檻 

加害レベル 

3 

   

   

図－19 捕獲対策実施状況及び計画票の記載例 

発信器装着放獣計画数 

捕獲計画票記載上の注意 
※ 捕獲を実施したにもかかわらず、群れの個体数の増加がみられる場合は、農作物など⼈への依存度が⾼く栄
養の⾼いエサを食していると考えられることから、防護柵等を設置し、農作物を食べさせない総合的な対策をあ
わせて実施すること。 
※ 加害個体数の増加が⾒られる場合は、捕獲⽅法を検討するとともに、農地・集落周辺の誘引物（不要果樹、
⽣ごみ等）の除去、廃棄果実、被害農作物の適正な処理、追い払い等の群れを集落に近づけない対策をあわせて
実施すること。 
※ 加害レベルが⾼く、群れ全体又は加害個体数以上に群れの部分捕獲する必要がある場合は、周辺の群れとの
関係、群れの構成等を充分に調査した上で、専門家の助言を受けて捕獲頭数の根拠を明らかにしておくこと。 
※ 昨年度捕獲状況の個体数内訳は、捕獲調査票を基に正確に記⼊すること。 
※ オトナ♀の捕獲は、群れの分裂の要因となるため、出産経験のないメス以外は原則として捕獲しない。 
※ オトナ♀については、発信機等装着放獣個体の計画数とする。 
※ オトナ♀以外の捕獲目標数は、農地等の加害個体数等の情報から計画してください（内訳は不要） 
 

別紙１ 
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図－20 被害防除年次計画添付書類（被害・生息状況記録表）の記載例 

 

別紙１ 
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別紙３

内容 実施地域 数量

ﾃﾚﾒﾄﾘｰ発信機
小木曽北部個体群
薮原・菅個体群

2基 ◎ 群れの行動域が把握出来る。今後ﾃﾞｰﾀを集計し活用。

緩衝帯整備 薮原 16.07ha ◎ 平成16年度実施。昨年と比較して出没、被害が減った。

緩衝帯整備 菅 野中原 4.03ha ◎ 平成17年度実施。昨年と比較して出没、被害が減った。

県ｾﾞﾛ予算事業 菅 野中原 2.00ha ◎
平成17年度県・村・地元地区で除伐作業を実施。昨年と比較

して出没、被害が減った。

緩衝帯整備 小木曽 正沢～寺平 6.77ha ◎ 平成17年度実施。昨年と比較して出没、被害が減った。

電子防鳥機 小木曽 辺見地区 2基 ○ 平成17年度設置。昨年と比較し被害が多少減少した。

電気柵 菅 野中原 1基 ○ 平成17年度設置。昨年と比較し被害が多少減少した。

野猿・小動物よけ網 村内 75基 ○ 平成17年度実施。昨年と比較し被害が多少減少した。

緩衝帯整備 小木曽　斧の沢 10.76ha ◎ 平成18年度実施。昨年と比較して出没、被害が減った

ｲﾉｼｼよけネット 菅　野中原 1基 ○ 平成18年度実施。昨年と比較し被害が多少減少した。

電気柵 村内 5基 ○ 平成18年度実施。昨年と比較し被害が多少減少した。

野猿・小動物よけ網 村内 50基 ○ 平成18年度実施。昨年と比較し被害が多少減少した。

ｲﾉｼｼ捕獲檻 菅、小木曽 2基 ○ 平成19年度購入。村内被害地に設置。

ﾃﾚﾒﾄﾘｰ発信機
小木曽北部、南部、薮
原・菅個体群

3基 ◎
平成19年度設置。群の行動調査中。今後の被害防除に役立て

たい。

ｻﾙ接近通報装置 村内６箇所 6基 ○ 平成19年度設置。住民による追払いに活用。

牛の舌草刈事業 菅　栗屋地区 0.7ha ○ 平成19年度実施。期間が短く効果が少なかった。

防除ネット 村内 20基 ○ 平成19年度設置。昨年と比較し被害が多少減少した。

電気柵 村内 29基 ◎ 平成19年度設置。昨年と比較し被害が減少した。

緩衝帯整備 薮原　藁原～下河原 10.47ha ◎ 平成19年度実施。昨年と比較し被害が減少した。

緩衝帯整備 小木曽　諸木原～上村 11.50ha ◎ 平成20年度実施。昨年と比較し被害が減少した。

緩衝帯整備 菅　栗屋地区 1.50ha ◎ 平成20年度実施。昨年と比較し被害が減少した。

緩衝帯整備 小木曽　黒内～柳沢 5.40ha ◎ 平成20年度実施。昨年と比較し被害が減少した。

森林ボランティアによる緩衝
帯づくり

菅　木山沢地区 2.00ha ○
平成20年度実施。下流域の森林ボランティア団体、農業委員

会、地元住民総勢約１００名による緩衝帯づくりを実施し
た。昨年と比較し被害が多少減少した。

カラス捕獲檻 小木曽　辺見屋敷地区 1基 △ 平成20年度設置。

牛の舌草刈事業 菅　木山沢地区 0.70ha △ 夏～秋に設置したため景観・鳥獣被害対策になった。

電気柵 村内 20基 ○ 設置した農地については被害は減少した。

防除ネット 村内 24基 ○ 設置した農地については被害は減少した。

自走式草刈機購入 村内 2基 ○ 遊休農地、緩衝帯対策により被害が減少した。

自走式チッパー購入 村内 2基 ○ 遊休農地、緩衝帯対策により被害が減少した。

防除対策実施状況調査票

コメント
(評価の低い（高い）理由､改善策等）

評価
対策の実施状況

図－21 被害防除年次計画添付書類（防除対策実施状況調査票）の記載例 
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別紙４

【木祖村】

群 の 名 称 設 置 地 区 名 設置年度 周波数（MHZ） 稼 働 状 況 ・ 問 題 点 等

【記載例】

△△ □□ H20
155.564

151.444

148.482

群の発信電波を受信する距離が1km程度であるため、住民の追払
いとの効果的な連携ができていない。

小木曽北部 細島 H23 148.310
新たな個体群が発生（他から分裂？）したと思われるため、発信機
の新規装着が必要。

小木曽北部 柴原 H20 148.310
新たな個体群が発生（他から分裂？）したと思われるため、発信機
の新規装着が必要。

小木曽北部 大久保 H19 148.310

小木曽北部
小木曽南部

柳沢 H19
148.310

142.970

146.661(GPS)

ＧＰＳは電池寿命１年間とのことで取り外し済み。

小木曽南部 半野 H20
142.970

146.661(GPS)
ＧＰＳは電池寿命１年間とのことで取り外し済み。

小木曽南部 上村 H19
142.970

146.661(GPS)
ＧＰＳは電池寿命１年間とのことで取り外し済み。

小木曽南部 塩沢 H19
142.970

146.661(GPS)
ＧＰＳは電池寿命１年間とのことで取り外し済み。

薮原・菅 中学校南 H19 142.960 H24途中から電波拾えず。発信機の新規装着が必要。

薮原・菅 吉田 H20 142.960 H24途中から電波拾えず。発信機の新規装着が必要。

薮原・菅 野中 H19 142.960 H24途中から電波拾えず。発信機の新規装着が必要。

薮原・菅 岩渕 H24 142.960 H24途中から電波拾えず。発信機の新規装着が必要。

全群 H25
142.940

～

142.980

移動式のため被害報告を受けた地区に随時移動し設置する。

注）本表と地方事務所作成のテレメトリー配置図との整合を確認してください。

未設置のサル接近通報システム（テレメトリー）の活用計画等

○ 購入後に未設置のテレメトリーの数量　　　　　　１　基（移動式）
○ 今後の活用計画
　　　・目撃出没エリアの拡大により随時、報告のあった地区に設置する。

○ 活用に係る課題等

　　　・発信機の電池の寿命が３年とされているが１年ほどで拾えなくなるものもある。

　　　・通報システムの設置場所（ソーラーパネル、スピーカーの向きや音量等。）

サル接近通報システム（テレメトリー）設置状況一覧

図－22 被害防除年次計画添付書類（サル接近警報システム設置状況一覧）の記載例 
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別紙５

【木祖村】

群 の 名 称 設 置 地 区 名 配置年度 活 用 制 度 追 払 い 状 況 ・ 問 題 点 等

【記載例】

△△ □□ H20 ○○事業
一定範囲内で継続的に追払いを実施しており、
被害軽減効果は顕著である。

追払いは行うが、行動範囲が狭く被害が拡大し
ており、活用方法に改善が必要。

計 頭

注）本表と地方事務所作成のモンキードッグ配置図との整合を確認してください。

モンキードッグ配置経過等一覧

図－23 被害防除年次計画添付書類（モンキードッグ配置経過等一覧）記載例 
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１０ 様式集  

（様式第1号） 

     年度事業計画（被害対策と目標） 
 

市町村：   地域：     （   群）  
 
管理ユニット名             
 

１   対象年度 

（１）  地図の作成年度 
 被害情報マップ        年度 
 生息情報マップ        年度 
 

（２）  被害対策年度         年度 
 

２   現状の被害状況 

（１）  被害品目    

 

（２）  被害時期    

 

（３）  加害レベル  レベル ０ ・ １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 

  （被害レベル判定表 集計     ポイント ） 
 

３   対策と目標 

区分 被害防除 個体数調整 被害地の管理 その他 

現在の
状況 

    

問題点 

    

対策と
目標 

    

※ 「対策と目標」の「現在の状況」について、被害情報マップの内容を記載する 

 ※ 加害レベルは、附表１、附表２により毎年判定を行うこと。 
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附表1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加害レベル判定表 
※該当する状況を○で囲み、該当するポイントを集計して記入欄に記入する。 

ポイント 目撃頻度 
平均的な目撃

規模 
人への反応 

集落への加害

状況 
生活被害 

0 

山奥にいる

ためみかけ

ない 

群れは山から

出てこない 

遠くにいても、人

の姿を見るだけで

逃げる 

被害集落はな

い 
被害なし 

1 

季節的にみ

かけるとき

がある 

2、3 頭程度の

目撃が多い 

遠くにいても、人

が近づくと逃げる 

軽微な被害を

受けている集

落がある 

宅地周辺でみ

かける 

2 

通年、週に

1 回程度ど

こかの集落

でみかける 

10 頭未満の目

撃が多い 

遠くにいる場合逃

げないが、20m 以

内までは近づけな

い 

大きな被害を

受けている集

落がある 

庭先に来る、

屋根に登る 

3 

通年、週に

2,3 回近くど

こかの集落

でみかける 

10～20 頭程度

の目撃が多い 

群れの中に、20m

まで近づいても逃

げないサルがいる 

甚大な被害を

受けている集

落がある 

器物を損壊す

る 

4 

通年、ほぼ

毎日、どこ

かの集落で

みかける 

20 頭以上の目

撃が多い 

追い払っても逃げ

ない、または人に

近づいて威嚇する

サルがいる 

甚大な被害を

受けている集

落が隣接し 3

集落以上ある 

住居侵入が常

態化 

    
合計ポイント

記入欄 
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附表２ 

 

加害レベル判定基準表 

加害レベル 群れの目撃頻度 被害程度 人馴れ程度 

加害レベル

判定表合計

ポイント 

レベル０ 

山奥に生息してお

り、集落内ではみ

かけない。 

― ― 0 

レベル1 
群れは集落でたま

にみかける。 

ほとんど被害はな

い。 
― 1～2 

レベル2 

群れは集落で季節

的にみかけるが、

群れ全体は出てこ

ない 

季節的に農作物の

被害はある 
― 3～7 

レベル3 

群れの大半の個体

が季節的に耕作地

に出てくる。 

季節的に農作物の

被害はある 

人慣れし始めて

いる。 
8～12 

レベル4 

群れの全個体が通

年耕作地周辺でみ

かけられる。 

常時農作物被害、

まれに生活環境被

害が発生 

人慣れしている 13～17 

レベル5 

群れの全個体が集

落で通年・頻繁に

みかけられる。 

常時農作物被害、

生活環境被害が多

発、人身被害の危

険有 

人慣れが進ん

で、被害防除対

策の効果が少な

い 

18～20 
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（群れの名前）群 捕獲対策実施状況調査及び計画票 
 

  

今年度の実施計画   

現在の生息推定数 今年度捕獲計画 実施方法等 

個体数   個体数    

 内訳 頭数  内訳 頭数  

 オトナ♀   オトナ♀   

 オトナ♂   オトナ♂ 

 

 

 ワカモノ   ワカモノ  

 コドモ   コドモ  

 アカンボウ   アカンボウ  

うち加害個体数 実施時期 頭 方法  

    

加害レベル     

    

昨年度の実施状況及び評価   

昨年度４月 昨年度捕獲状況 評価 

個体数   個体数    

 内訳 頭数  内訳 頭数 コメント 

 オトナ♀   オトナ♀   

 オトナ♂   オトナ♂   

 ワカモノ   ワカモノ   

 コドモ   コドモ   

 アカンボウ   アカンボウ   

うち加害個体数 実施時期 頭 方法  

    

加害レベル     

    

捕獲計画票記載上の注意 
※ 捕獲を実施したにもかかわらず、群れの個体数の増加がみられる場合は、農作物など⼈への依存度が⾼く栄
養の⾼いエサを食していると考えられることから、防護柵等を設置し、農作物を食べさせない総合的な対策をあ
わせて実施すること。 
※ 加害個体数の増加が⾒られる場合は、捕獲⽅法を検討するとともに、農地・集落周辺の誘引物（不要果樹、
⽣ごみ等）の除去、廃棄果実、被害農作物の適正な処理、追い払い等の群れを集落に近づけない対策をあわせて
実施すること。 
※ 加害レベルが⾼く、群れ全体又は加害個体数以上に群れの部分捕獲する必要がある場合は、周辺の群れとの
関係、群れの構成等を充分に調査した上で、専門家の助言を受けて捕獲頭数の根拠を明らかにしておくこと。 
※ 昨年度捕獲状況の個体数内訳は、捕獲調査票を基に正確に記⼊すること。 
※ オトナ♀の捕獲は、群れの分裂の要因となるため、出産経験のないメス以外は原則として捕獲しない。 
※ オトナ♀については、発信機等装着放獣個体の計画数とする。 
※ オトナ♀以外の捕獲目標数は、農地等の加害個体数等の情報から計画してください（内訳は不要） 
 

別紙１ 
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別紙２ 

ニホンザル　被害・生息状況記録票

月 被害 生息 場所 情報提供者 被害状況
被害対策
有無・内容

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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内容 実施地域 数量

防除対策実施状況調査票

対策の実施状況
評価

コメント
(評価の低い（高い）理由､改善策等）

別紙３ 
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別紙４

群 の 名 称 設 置 地 区 名 設置年度 周波数（MHZ） 稼 働 状 況 ・ 問 題 点 等

未設置のサル接近通報システム（テレメトリー）の活用計画等

○ 購入後に未設置のテレメトリーの数量　　　　　　　基（移動式）
○ 今後の活用計画

○ 活用に係る課題等

サル接近通報システム（テレメトリー）設置状況一覧
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別紙５

群 の 名 称 設 置 地 区 名 配置年度 活 用 制 度 追 払 い 状 況 ・ 問 題 点 等

計 頭

モンキードッグ配置経過等一覧
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捕獲従事者の皆様へ 

 

今回、ニホンザル捕獲の対象として、お願いしているのは、 

     市町村    (群れの名前)  で、加害レベル   の群れです。 

群れ全体の個体数は、    頭で、うち、加害個体は   頭です。 

捕獲許可は   頭です。 

この捕獲は、第二種特定鳥獣管理計画（第４期ニホンザル管理）に基づき、効果的に

サルの被害を減らし、群れの加害レベルを低下させるために実施するものです。 

 

 ※レベル２～５の場合 

原則として、加害個体を捕獲するため、被害を出す個体を識別して捕獲する

か、被害の出ている集落、農地及びその周辺に限り捕獲を実施します。（山の

中での個体識別をしない銃による捕獲は、加害している群れ以外が捕獲される

可能性があること、集落、農地等への忌避効果の学習にならないことから実施

しません。） 

 

なお、群れの主要な個体（オトナメス）の捕獲については、群れの分裂を招き、かえ

って被害を大きくする可能性があることから、選別捕獲ができる方法で実施し、オトナ

メスの捕獲を避けるようにしてください。 

 

安全に留意の上、よろしくお願いします。 

 

また、捕獲した個体のデータは、来年度の捕獲計画の資料としますので、別紙（様式

第2号）により提出をお願いします。 

別紙６ 
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サル捕獲調査票 
 

捕獲 
日時 

年    月     日     時 性別 オス ・ メス 

年齢 
 
（○つけ）   オトナ ・ ワカモノ ・ コドモ ・ アカンボウ（0 歳） 

 

捕 

獲 

地 

点 

       市・郡      町・村 大字       字 

・ 鳥獣保護区等位置図         

   

メッシュ番号 

  

 

・ 捕獲場所の状況 

   山林内 ・ 農地 
 
                             
 

・ メッシュの中での位置 

 

 

 

 

 

 

  

許可 
区分 

個体数調整・緊急避難 

その他（        ） 

捕獲 

方法 

わな（くくりわな、小型檻、大型檻、遠隔操

作型捕獲檻、その他（        ）） 

銃器（  散弾 ・ ライフル ・ 麻酔銃 ） 

捕 

獲 

者 

 
住所                               電話番号 

 

 

氏名 
 
駆除班（全       人）  ・   単独 
 

■□ 被害対策を進めるために必要な情報です。ご記入の上、提出ください。 

写真 1（仰向け全身）※ 頭部、口（犬歯）と胸部（乳首）を

明瞭に 

（○つけ） 群れのサル ／ ハナレザル ／ 不 明  
 
 ◆   群れの名称 

写真2（臀部） 

※ 尾を上げ、尻ダコの間

を明瞭に 

★ 写真1には長さのわかるものを一緒に撮影 

その他（                              ） 

様式第2号 
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サル捕獲調査票 
 

捕獲 
日時 

2018 年  11 月  27 日  10 時 性別 オス ・ メス 

年齢 
 
（○つけ）   オトナ ・ ワカモノ ・ コドモ ・ アカンボウ（0 歳） 

 

捕 

獲 

地 

点 

    ××  市・郡      町・村 大字   ■■  字 

・ 鳥獣保護区等位置図         

   

メッシュ番号 

  

 

・ 捕獲場所の状況 

   山林内 ・ 農地 
 
                             
 

・ メッシュの中での位置 

 

 

 

 

 

 

  

許可 
区分 

個体数調整・緊急避難 

その他（        ） 

捕獲 

方法 

わな（くくりわな、小型檻、大型檻、遠隔操

作型捕獲檻、その他（        ）） 

銃器（  散弾 ・ ライフル ・ 麻酔銃 ） 

捕 

獲 

者 

 
住所                               電話番号 

××市 □■ 

 

氏名 信濃 太郎 
 
駆除班（全       人）  ・   単独 
 

■□ 被害対策を進めるために必要な情報です。ご記入の上、提出ください。 

○ ■ ■ 

写真 1（仰向け全身）※ 頭部、口（犬歯）と胸部（乳首）を

明瞭に 

（○つけ） 群れのサル ／ ハナレザル ／ 不 明     
 
 ◆   群れの名称    ○□群 

写真2（臀部） 

※ 尾を上げ、尻ダコの間

を明瞭に 

★ 写真1には長さのわかるものを一緒に撮影 

その他（                              ） 

口の中がわかるようにお願いします 

大きい犬歯があるのはオトナオス 

乳首の長さを確認します。 

伸びているのは、出産経験のあるメス 

尻ダコ 

測量ポール等の見た目

で長さがわかるもので 

様式第2号 （記載例） 
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１１ 計画策定に使用したデータ 

本計画策定にあたっては、以下データを用いて情報を整理した。 

・既存資料（県内のサルの生息、行動、被害対策等に関する文献等） 

・アンケート（市町村、農業協同組合、森林組合、猟友会各支部、鳥獣保護管理員、山小屋、ガイ

ド組合、博物館、自然学校などを対象、図－24 アンケート用紙） （発送数：878 、回収数：524 、

回収率：59.7％）  

・年次計画（市町村作成） 

・捕獲調査票集計 

・市町村の聞き取り調査 

表－17 に示した区分に、各市町村におけるサル被害対策進捗を３段階に区分し、各区分で５

市町村実施 

表－17 各市町村におけるサル被害対策進捗の区分 

区分 基準 内容 

区分１ 
計画の策定に問題がある

市町村 

・計画は策定されているが、サルの生息・行動域が

推定されていないなど、計画策定に必要な基礎情

報が得られていない事例 

区分２ 
計画の実施に問題がある

市町村 

・計画は策定されているが、計画内容とプロセスや

進む方向性が違ってきている事例 

・計画通りに実施されているが、成果を得られてい

ない事例 

区分３ 

計画策定、対策の実施が

一定程度進んでいる市町

村 

・計画が策定されており、進捗速度は遅くても策定

した計画の内容どおりに進んでおり、一定の成果

を上げている事例 

・有識者への聞き取り 

・現地調査 

・関係者への聞き取り（県下21市町村） 
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(1) マップ作成に使用したデータ（平成24年度調査と比較） 

表－18 第３期ニホンザル管理及び、第４期ニホンザル管理策定に使用したデータ 

 

使用データ 

第３期ニホンザル管理 

（平成24年度調査） 

第４期ニホンザル管理 

（平成29年度調査） 

 

集団タイプ別 

生息分布マップ 

 

 

・アンケート 

・捕獲調査票集計 

・市町村年次計画 

・現地・聞き取り調査 

・アンケート 

・捕獲調査票集計 

・市町村年次計画 

・現地・聞き取り調査 

生息分布メッシュマップ 

 

・アンケート 

・捕獲調査票集計 

・市町村年次計画 

・現地・聞き取り調査 

・アンケート 

・捕獲調査票集計 

・市町村年次計画 

・現地・聞き取り調査 

被害分布マップ 

・アンケート 

・市町村年次計画 

・現地・聞き取り調査 

・アンケート 

・市町村年次計画 

・現地・聞き取り調査 

5年前と比較した 

被害頻度増減マップ 
・アンケート ・アンケート 

市町村ごとの被害額 

マップ 

・市町村ごとの被害額、被害面積に
関する統計データ 

・市町村ごとの被害額、被害面
積に関する統計データ 
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図－24 アンケート用紙 


